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消 防 庁

住 宅 用 火 災 警 報 器 の 普 及 状 況 の 推 計 結 果

総務省消防庁では、消防法の改正により設置義務化された住宅用火

災警報器（参考資料１参照）の普及状況調査結果について、都道府県

及び市町村（消防本部を置く場合は消防本部）から収集しました。

約３／４（世帯数シェア）の地域から調査結果が得られ、それぞれ

に調査時点が異なる各地域での普及状況調査結果について、消防庁独

自の方式（参考資料２参照）により調査時点からの普及進展を考慮し、

平成 20年６月時点での普及率を算出（資料１、資料２参照）したとこ

ろ、取扱いにあたっては別添に掲げる事項に注意が必要ですが、以下

のような結果となりました。

未だ十分には普及が進んでいないところであり、総務省消防庁では、

この結果を各都道府県消防主管部長等に通知するとともに、今後とも

さらなる普及促進活動の推進を呼び掛けていくこととしております。

調 査 結 果 が 得 ら れ た 地 域 の 普 及 状 況 推 計 結 果 の 概 要 （ 単 位 ： 万 世 帯 ）

既存住 宅の 義務 化時 期 義 務 化 済 み H21義 務 化 H22義 務 化 H23義 務 化 全 体

調 査 結 果 が 得 ら れ た 地 域

の 総 世 帯 数 １ ， ０ １ ３ ５ ２ ５ ５ ６ ９ １ ， ６ ６ ７ ３ ， ７ ７ ３

う ち 推 計 普 及 世 帯 数 ４ １ ４ １ ３ ７ ３ ４ ６ ４ ４ ７ １ ， ３ ４ ４

消 防 庁 推 計 普 及 率 ４ ０ ．９ ％ ２ ６ ．１ ％ ６ ０ ．８ ％ ２ ６ ．８ ％ ３ ５ ． ６ ％

※ 総 世 帯 数 は 平 成 1 7 年 国 勢 調 査 の 結 果 に よ る 。 ま た 、 四 捨 五 入 に よ り 各 値 の 計 算 値 が

表 中 の 値 に 一 致 し な い 場 合 が あ る 。

（ 連 絡 先 ）

消 防 庁 予 防 課

担 当 ： 地 下 （ じ げ ）

電 話 ： ０ ３ － ５ ２ ５ ３ － ７ ５ ２ ３

Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ３ － ５ ２ ５ ３ － ７ ５ ３ ３
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